
■医薬品マスター改定に伴うデータの引き継ぎについて（電子カルテシステムⅡ） 
 

令和 4 年度版入力済みの患者データディスク（入力済みデータ）を引き続き使用することがで

きますが、廃止された医薬品が含まれる場合は、削除するか、新しい医薬品に修正する必要があ

ります。 
 

＜廃止された医薬品の修正手順＞ 
１．診療等に該当の医薬品が含まれる場合 
 カルテ画面を開くと、下記のメッセージが表示され、「診療等」表示には該当の医薬品が「*****」
で表示されていますので、削除又は新しい医薬品に修正してください。 

 

 

 

 
２．オーダーに該当の医薬品が含まれる場合 
 カルテ画面を開くと、下記のメッセージが表示され、「オーダー」表示には該当の医薬品が
「*****」で表示されていますので、一度削除し、再度オーダーの入力を行ってください。 

 ※メッセージは診療等とオーダーの両方に該当の医薬品が含まれる場合に表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

＜廃止された医薬品が未修正のままカルテ印刷プレビューを開いた場合＞ 
メッセージが表示され、該当の医薬品が「*****」で表示された状態で開きます。 
※オーダー分はカルテプレビューには影響ない為メッセージは表示されません。 

 

 


